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伸

拓

は

じ

め

に

領
主
に
納
め
る
年
貢
米
は
、
在
地
で
地
払
い
さ
れ
て
在
払
米
と
し
て
流
通
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
在
払
米
は
、
各
地
で
研
究
が

行
わ
れ
、
酒
造
米
に
利
用
さ
れ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て

１
）

い
る
。
一
方
で
、
摂
河
泉
地
域
の
旗
本
・
小
藩
・
遠
国
諸
藩
飛
地
領
等
の
零
細
諸
私

領
で
は
、
一
七
世
紀
後
半
〜
一
八
世
紀
前
期
以
降
に
在
払
制
度
が
貢
租
米
処
分
制
度
と
し
て
存
在
し
、
在
払
の
市
場
的
条
件
を
構
成
す
る

米
穀
需
要
は
酒
造
米
需
要
だ
け
で
な
く
、
畿
内
諸
都
市
お
よ
び
摂
河
泉
地
域
の
諸
在
郷
町
に
お
け
る
飯
米
需
要
、
一
般
農
村
部
に
お
け
る

米
穀
需
要

飯
米
・
買
納
米
需
要
）
が
あ
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て

２
）

い
る
。

こ
の
よ
う
に
在
払
米
の
研
究
に
よ
っ
て
、
貢
租
米
の
処
分
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
在
払
米
が
酒
造
米
需
要
、
飯
米
需
要
と
い
っ
た
市

場
の
要
請
に
従
っ
て
、
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
は
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
旗
本
・
小
藩
・
遠
国
諸
藩
飛
地
領
等
で

貢
租
米
が
処
分
さ
れ
る
点
は
、
米
の
輸
送
な
ど
経
済
的
問
題
を
考
え
る
と
首
肯
で
き
る
が
、
領
主
が
在
住
す
る
江
戸
に
比
較
的
近
い
地
域
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該
地
域
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
の
か
を
検
討
し
、
在
払
米
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一

在
払
米
の
形
成
過
程
と
相
場

本
節
で
は
、
台
方
村
河
野
家
知
行
所
の
前
嶋
家
を
事
例
に
、
在
払
米
の
形
成
と
相
場
の
点
か
ら
、
在
払
米
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
た
い
。

１

在
払
米
の
形
成

ま
ず
、
在
払
米
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

〔
史
料
１
〕

下
知
之
事

一
米
弐
拾
俵
者

但
四
斗
弐
升
入

右
者
当
卯
年
貢
其
村
方
納
高
之
内
御
払
ニ
相
成
、
代
金
者
台
方
名
主
ゟ
立
替
上
納
相
済
、
依
之
書
面
之
米
弐
拾
俵
者
右
名
主
治
兵
衛

方
江
無
相
違
早
々
相
渡
可
申
候
、
此
段
申
渡
候
、

天
保
二
年
）

卯
十
一
月
廿
五
日

後
略
）

右
の
史
料
は
、
天
保
二
年

一
八
三
一
）
一
一
月
二
五
日
に
、
台
方
村
の
領
主
河
野
家
の
用
人
大
木
文
右
衛
門
・
荒
川
義
左

７
）

衛
門
が
河
野

家
知
行
所
の
福
俵
村
の
名
主
・
組
頭
・
百
姓
代
に
宛
て
た
下
知
状
で

８
）

あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
河
野
家
知
行
所
の
福
俵
村
の
年
貢
米
の
内
、
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に
お
け
る
在
払
米
に
つ
い
て
は
、
在
払
米
の
意
義
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
在
払
米
が
い
か
に
利
用
さ
れ
た

の
か
を
よ
り
追
究
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
在
払
米
は
、
在
地
に
お
け
る
米
の
流
通
を
考
え
る
上
で
も
注

目
さ
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
章
で
は
近
世
後
期
東
上
総
に
お
け
る
在
払
米
の
流
通
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
東
上
総
は
、
江
戸
に
比
較
的
近

い
地
域
で
あ
り
、
陸
路
を
使
っ
て
在
地
か
ら
江
戸
へ
年
貢
米
が
輸
送
さ

３
）

れ
た
。
一
方
で
、
領
主
に
よ
る
地
払
い
米
を
酒
造
に
利
用
し
た
と

い
う

４
）

指
摘
や
、
岩
槻
藩
房
総
分
領
で
は
、
海
付
村
落
や
山
間
村
落
で
米
穀
の
需
要
が
高
か
っ
た
の
で
、
房
総
分
領
の
内
部
で
売
却
さ
れ
る

米
穀
が
多
か
っ
た
と
い
う
指
摘
も

５
）

あ
る
。
東
上
総
で
は
、
年
貢
米
が
江
戸
へ
輸
送
さ
れ
る
一
方
で
、
あ
る
程
度
の
在
払
米
が
存
在
し
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
東
上
総
で
ど
の
程
度
、
年
貢
米
の
地
払
い
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
。

東
上
総
に
お
け
る
在
払
米
流
通
の
市
場
的
条
件
と
し
て
は
、
上
記
の
研
究
か
ら
酒
造
米
需
要
や
山
村
・
漁
村
で
の
飯
米
需
要
が
想
定
さ

れ
る
が
、
こ
の
点
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
東
上
総
に
お
け
る
酒
造
業
の
展
開
や
、
山
村
・
漁
村
で
の
米
穀
消
費
に
つ
な
が
る
問

題
で
あ
る
が
、
十
分
に
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
地
払
い
が
行
わ
れ
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
地
払
い
米
は
形
成
さ
れ
る
の

か
。
そ
れ
は
果
た
し
て
ど
こ
で
消
費
さ
れ
た
の
か
、
な
ど
多
く
の
疑
問
が
生
じ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
、
在
方
酒
造
業
の
研
究
に
取
り
組
み
、

酒
の
生
産
・
流
通
か
ら
消
費
ま
で
の
流
れ
を
検
討
し
て

６
）

お
り
、
酒
造
家
の
酒
造
米
調
達
に
お
い
て
在
払
米
は
注
目
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
台
方
村
に
お
け
る
在
払
米
の
形
成
と
流
通
を
検
討
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
在
払
米
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
な
お
、
本
章
で
在
払
米
は
、
領
主
に
納
め
る
年
貢
米
の
内
、
在
地
で
処
分
し
、
販
売
さ
れ
た
米
と
定
義
す
る
。
台
方
村
は
、
天
保
期

に
村
高
一
四
七
〇
石
余
で
米
の
生
産
力
が
高
く
、
東
金
町
と
隣
接
し
、
村
内
を
東
金
道
が
通
り
、
人
と
物
の
流
れ
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
台
方
村
で
は
、「
蔵
米
」「
御
蔵
米
」
と
称
し
た
米
の
取
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
本
章
で
は
、
①
台
方
村
河
野
家
知
行
所
に
お

け
る
在
払
米
の
性
格
、
②
在
払
米
の
流
通
す
る
市
場
、
に
つ
い
て
検
討
し
、
③
台
方
村
の
他
知
行
所
及
び
他
村
の
事
例
か
ら
在
払
米
が
当
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２

在
払
米
の
相
場
と
取
引
き

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
在
払
米
が
い
か
に
取
引
き
さ
れ
た
の
か
を
、
前
嶋
家
を
事
例
に
検
討
す
る
。
前
嶋
家
は
米
屋
を
営

ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
米
の
取
引
き
を
記
録
し
た
帳
簿
と
し
て
「
万
覚
帳
」
が
あ
る
。「
万
覚
帳
」
に
は
弘
化
四
年

一
八
四
七
）
か

ら
蔵
米
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
用
い
て
、
前
嶋
家
が
扱
っ
た
蔵
米
に
つ
い
て
検
討
し
、
小
安
店
と
の
関
係
に
も
言
及
す
る
。

蔵
米
の
販
売
に
あ
た
っ
て
は
、
小
安
店
か
ら
相
場
の
情
報
を
得
て
お
り
、「
四
月
九
日
市
相
場
米
や
□
□
直
段
八
斗
ニ
付
弐
両
三
分
三

朱
位
、
米
売
直
段
八
斗
ニ
付
三
両
弐
朱
位
ニ
御

13
）

座
候
」
と
い
っ
た
市
場
で
の
相
場
や
、「
昨
十
九
日
東
金
町
ニ
市
相
場
八
斗
ニ
付
三
両
二

分
弐
朱
也
、
居
払
当
間
十
弐
貫
五
百
ゟ
十
二
貫
之
間
ニ
御
座
候
、
小
安
店
よ
り
し
ら
せ
呉

14
）

申
候
」
と
し
、
東
金
町
の
市
場
の
相
場
と
、
村

へ
の
在
払
い
の
値
段
に
関
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
在
払
値
段
は
東
金
町
の
市
場
の
相
場
を
元
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。

次
に
前
嶋
家
が
扱
っ
た
蔵
米
の
数
量
と
相
場
を
み
て
み
よ
う
。
表
１
は
蔵
米
と
自
小
作
米
の
数
量
と
相
場
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

帳
簿
上
で
は
、
前
嶋
家
の
手
作
米
と
小
作
米
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
両
方
を
合
わ
せ
て
「
自
小
作
米
」
と
し
て
論
を
進
め

る
。
ま
た
、「
万
覚
帳
」
に
は
飯
米
分
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
分
は
本
表
で
は
省
き
、
売
買
が
行
わ
れ
た
も
の
を
ま
と
め
て
い
る
。

加
え
て
、
他
の
民
間
の
者
か
ら
米
を
購
入
し
、
販
売
し
て
い
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
蔵
米
と
自
小
作
米
の
数
量
を
比
較
す
る
と
、
前
嶋

家
の
米
屋
経
営
の
上
で
は
蔵
米
の
方
が
取
り
扱
っ
て
い
る
量
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
蔵
米
の
数
量
の
推
移
を
追
っ
て
み
る
と
、
弘
化
・

嘉
永
期
は
あ
ま
り
多
く
の
数
量
を
扱
っ
て
い
な
い
が
、
安
政
期
に
な
る
と
多
く
の
蔵
米
を
扱
う
よ
う
に
な
り
、
安
政
四
年
の
一
九
九
俵
が

ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
。
一
俵
当
た
り
四
斗
二
升
の
米
が
入
っ
て
お
り
、
安
政
四
年
は
石
数
に
直
す
と
、
八
三
石
五
斗
八
升
の
米
を
扱
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
文
久
三
年

一
八
六
三
）
に
一
旦
減
少
し
、
翌
文
久
四
年
か
ら
は
一
〇
〇
俵
以
上
で
推
移
し
、
慶
応
四
年

一
八
六
八
）
に

ま
た
減
少
し
て
い
る
。

次
に
相
場
を
み
て
み
よ
う
。「
万
覚
帳
」
に
は
、
蔵
米
と
、
前
嶋
家
の
自
小
作
米
の
相
場
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
各
年
ご
と
に
相
場
の
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二
〇
俵
が
在
払
い
さ
れ
、
代
金
は
台
方
村
名
主
が
立
て
替
え
て
上
納
し
、
年
貢
は
金
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
年
貢
米
が
地
払
い
さ
れ

て
台
方
村
名
主

前
嶋
）
治
兵
衛
の
手
元
に
も
た
ら
さ
れ
、
こ
う
し
て
前
嶋
家
は
他
村
の
年
貢
米
を
手
に
入
れ
て
い
る
。

ま
た
、
前
嶋
家
の
「
万
覚
帳
」
か
ら
は
、
台
方
村
松
平
家
知
行
所
の
年
貢
米
が
在
払
い
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
安
政
五

年

一
八
五
八
）
に
は
「
松
平
様
御
蔵
米
は
ら
一
印
御
払
直
段
六
斗

９
）

六
升
」
と
あ
り
、
安
政
六
年
に
は
「
松
平
様
御
蔵
米
は
ら
一
印
当
御
払

直
段
五
斗

10
）

一
升
」
と
あ
る
。「
松
平
様
」
と
は
台
方
村
の
領
主
松
平
家
の
こ
と
で
あ
り
、
松
平
家
知
行
所
の
蔵
米
の
在
払
い
の
値
段
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
松
平
家
の
蔵
米
は
「
は
ら
一
」
と
い
う
印
が
捺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

在
払
い
の
過
程
は
、
次
の
安
政
七
年
に
は
さ
ら
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。「
当
申
年
分

松
平
様
御
蔵
米
御
払
直
段
百
俵
ニ
付
八
十

六
両
入
札
ニ
而
御
地
頭
所
様
者
御
払
ニ
相
成
申
候

小
安
店

11
）

落
札
」
と
あ
り
、
安
政
七
年
分
の
松
平
家
の
在
払
い
に
つ
い
て
、
入
札
が
行

わ
れ
、
地
頭
所
が
在
払
い
し
て
い
る
。
こ
の
蔵
米
は
米
屋
の
小
安
店

河
野
家
知
行
所
の
小
安
家
）
が
落
札
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
右
御
米

村
方
ニ
而
払
直
段
両
ニ
四
斗
四
升
五
合
ニ
而
払

12
）

申
候
」
と
あ
り
、
村
へ
の
在
払
値
段
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
看
取
で
き
る
の
は
、

あ
る
一
定
量
の
在
払
米
が
行
わ
れ
る
場
合
、
入
札
が
行
わ
れ
て
米
屋
が
落
札
し
て
い
る
。
米
屋
は
、
落
札
し
た
蔵
米
に
在
払
値
段
を
設
定

し
て
販
売
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
安
政
七
年
の
記
述
を
も
と
に
相
場
を
計
算
す
る
と
、
蔵
米
は
大
体
一
俵
当
た
り
四
斗
二
升
で
取
引
き
さ
れ
て
お
り
、
一
〇

〇
俵
で
四
二
石
、
こ
れ
を
八
六
両
で
割
る
と
、
一
両
当
た
り
約
四
斗
八
升
八
合
で
小
安
店
は
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
全

体
の
数
量
四
二
石
を
村
方
へ
の
払
値
段
の
四
斗
四
升
五
合
で
割
る
と
、
約
九
四
両
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
差
額
八
両
が
小
安
店
の
利

益
に
な
る
。
小
安
は
蔵
米
を
安
く
仕
入
れ
て
、
値
段
を
設
定
し
て
利
益
を
得
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
河
野
家
や
松
平
家
の
年
貢
米

蔵
米
）
が
地
払
い
さ
れ
て
、
そ
れ
が
村
に
残
っ
て
販
売
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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っ
て
お
り
、
安
政
四
年
を
ピ
ー
ク
に
、
蔵
米
と
自
小
作
米
の
値
段
が
高
く
な
っ
て
い
っ
た
。
一
方
で
、
安
政
二
年
は
蔵
米
が
高
値
、
同
三

年
は
ほ
ぼ
同
値
段
、
同
四
年
は
蔵
米
が
安
値
、
同
五
年
は
ほ
ぼ
同
値
段
、
同
六
年
は
若
干
、
蔵
米
が
高
値
、
同
七
年
は
ほ
ぼ
同
値
段
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
蔵
米
・
自
小
作
米
の
相
場
は
若
干
違
い
が
み
ら
れ
、
相
場
を
考
慮
し
て
、
米
の
販
売
を
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

以
上
、
在
払
米
の
形
成
と
相
場
・
取
引
き
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
在
払
米
は
、
領
主
の
地
払
い
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
村
・
知
行

所
の
区
別
な
く
取
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
。
領
主
の
地
払
い
の
場
合
、
金
額
を
入
札
し
て
落
札
が
行
わ
れ
、
村
で
の
相
場
が
定
め
ら
れ
、

こ
こ
で
の
差
額
が
米
屋
の
利
益
に
な
っ
た
。
前
嶋
家
は
、
手
に
入
れ
た
在
払
米
を
自
小
作
米
と
と
も
に
販
売
し
、
貸
与
し
て
い
た
。
安
政

期
か
ら
特
に
多
く
の
数
量
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
米
屋
が
利
益
を
得
る
上
で
、
蔵
米
も
商
品
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。

二

在
払
米
の
市
場
と
用
途

こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
在
払
米
で
あ
る
が
、
在
払
米
が
売
り
払
わ
れ
た
市
場
と
、
い
か
に
利
用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
用
途
の
点
か
ら
、

在
払
米
の
性
格
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
。

ま
ず
、
前
嶋
家
か
ら
在
払
米
を
手
に
入
れ
た
人
々
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
表
２
は
慶
応
四
年

一
八
六
八
）
の
正
月
二
三
日
か
ら
六
月
一

五
日
ま
で
の
蔵
米
購
入
者
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
購
入
者
は
多
く
み
ら
れ
、
頻
繁
に
売
り
払
っ
て
い
る
。
な
お
、
蔵
米
を
取
引
き
し

て
い
る
時
期
は
、
他
の
年
の
「
万
覚
帳
」
を
み
て
も
大
体
正
月
か
ら
七
月
ま
で
で
あ
っ
た
。
購
入
量
は
一
俵
か
ら
一
〇
俵
で
、
一
俵
で
の

取
引
き
が
多
く
、
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。
購
入
者
は
、
主
に
は
東
金
上
宿
町
か
じ
や
勘
四
郎
で
三
四
件
の
内
、
一
二
件
で
あ
る
。
弥
勒
兵
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内
容
を
ま
と
め
て
み
た
。
年

を
経
て
い
く
に
つ
れ
て
、
米

の
値
段
が
高
く
な
っ
て
お
り
、

同
じ
年
の
内
で
も
相
場
に
変

動
が
あ
っ
た
。

蔵
米
と
自
小
作
米
を
比
較

し
て
み
る
と
、
以
下
の
点
が

読
み
取
れ
る
。
①
蔵
米
と
自

小
作
米
の
値
段
を
比
較
で
き

る
の
は
、
嘉
永
五
年

一
八

五
二
）
か
ら
に
な
る
。
嘉
永

五
年
は
、
一
両
に
つ
き
蔵
米

が
九
斗
二
升
、
自
小
作
米
が

七
斗
九
升
で
、
蔵
米
の
方
が

安
く
取
り
引
き
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
嘉
永
七
年
も
同
様
で

あ
っ
た
。
②
安
政
二
年
か
ら

蔵
米
を
扱
う
数
量
が
多
く
な
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表1 蔵米・自小作米の相場・数量

年 蔵米数 蔵米値段 自小作米数 自小作米値段

弘化４年 38俵 ８斗～８斗２升 ― ―

弘化５年 58俵 ９斗１升 ― ―

嘉永２年 2俵 ― ― ９斗８升

嘉永３年ａ 52俵 ５斗６升～６斗７升 ― ―

嘉永３年ｂ 8俵 ― 52俵 ５斗２升～５斗８升

嘉永４年ａ 28俵 ― 36俵 ７斗８升～８斗１升

嘉永４年ｂ ― ― 32俵 ７斗７升

嘉永５年 17俵 ９斗２升 47俵 ７斗９升

嘉永６年 1.5俵 ― 64俵 ６斗～７斗

嘉永７年 34俵 ７斗６升 41俵 ６斗４升～７斗５升

安政２年 148俵 ７斗３升～７斗７升 23俵 ８斗５升

安政３年 141俵 ８斗４升～８斗７升 47俵 ８斗２升～８斗７升

安政４年 199俵 ７斗～９斗 25俵 ６斗３升～８斗８升

安政５年 184俵 ５斗２升～６斗８升 41俵 ５斗８升～６斗８升

安政６年 190俵 ５斗～６斗６升 23俵 ５斗５升～６斗

安政７年 115俵 ４斗６升～４斗８升 40.5俵 ４斗５升～５斗

文久２年 164俵 ４斗８升～６斗 73俵 ４斗３分～６斗３升

文久３年 82俵 ５斗～６斗７升 76俵 ５斗～６斗７升

文久４年 131俵 ３斗８升～５斗８升 46俵 ４斗２升～５斗７升

万延２年 155俵 ３斗７升～５斗７升 25俵 ３斗２升～４斗９升

元治２年 123俵 ２斗２升～４斗２升 46俵 ２斗４升～５斗６升

慶応２年 105俵 １斗５升７合～２斗 56俵 １斗２升～１斗６升３合

慶応３年 127俵 １斗 84俵 １斗７升５合

慶応４年 72俵 １斗９升 71俵 ―

出典：各年「万覚帳」(前嶋家文書、千葉県文書館収蔵)より作成

註１：蔵米値段・自小作米値段ともに１両当たりの数量を示している。

註２：１俵当たり４斗２升入。石数はこれを元に算出している。

註３：端数は除外し、飯米分も除外した。

註４：嘉永３年・４年は、ａ「ヲキ隠宅」とｂ「前嶋治兵衛」が作成した２冊の帳簿がある。
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表3 蔵米の用途

年月 借用主 蔵米量 借用理由 文書番号

① 文政６年２月 大豆谷村利左衛門
蔵米２俵
(４斗２升入)

年貢不納による蔵米の
貸与。

ト135-3

② 文政６年３月 大豆谷茂兵衛
蔵米１俵
(４斗２升入)

御蔵米１俵を預かって
いる。入用の節に渡す
とする。

ト135-4

③ 文政８年６月 亀屋文吉 蔵米２俵
商売仕入れのため、代
金２分２朱・６匁３分
３厘。

ア56

④ 文政11年２月 台方村蔵役平次郎
蔵米20俵
(４斗２升入、
計８石４斗)

領主への先納米のため。
相場は３月の相場で仕
切をする。

ト60

⑤ 文政12年２月 弥勒庄之助ほか 蔵米２斗１升
蔵米を借用し、合力米
として与えられていた。

ア288

⑥ 天保５年６月 弥勒徳右衛門ほか
蔵米１俵
(４斗２升入)

治兵衛の田地を徳右衛
門が小作。不作による
入立米免除の上、蔵米
を治兵衛から借用。

ト77

⑦ 天保５年７月 台方村砂郷新兵衛 蔵米15俵
造酒仕込米に差し支え
たため、次兵衛から蔵
米を借用。

サ76

⑧ 天保７年正月 小沼田蔵吉兵衛
蔵米10俵
(４斗２升入、
計４石２斗)

蔵米を借用、代金６両。
残金は３月20日に15両
１分の利息を加えて勘
定。

ア79

⑨ 天保８年４月 組頭重右衛門
蔵米10俵
(４斗２升入、
計４石２斗)

地頭所へ夫食の拝借を
願い、領主の飯米の内
から借用。

ト84

⑩ 天保10年４月 大豆谷権平 蔵米１俵
権平が の夫食の不足
のため借用。

ア135

嘉永２年５月 弥勒重右衛門 蔵米２俵 蔵米の借用。 サ126

嘉永４年12月 上宿勘四郎

蔵米14俵
(４斗２升入、
計５石８斗８
升)

台方村次助から預かる。
米代は翌年３月の相場
によって勘定。

ア112

嘉永７年３月 東金上宿越川勘四郎
蔵米10俵
(４斗２升入、
計４石２斗)

台方村次助から借用。
代金は入用の時に支払
う。

キ57-8

子(年未詳)３月 台方村酒屋清右衛門 蔵米２俵
治兵衛から蔵米を受け
取る。

ホ371-7

子(年未詳)２月 台方村酒屋清右衛門 蔵米６俵
治兵衛から蔵米を受け
取る。

ホ371-8

午(年未詳)７月 (台方村)酒屋新兵衛 蔵米17俵
次兵衛から蔵米を受け
取る。

ホ180-2

戌(年未詳)６月
台方村酒屋(鈴木)清
右衛門(屋号：ヤマ
セ)

蔵米10俵
治兵衛から蔵米を受け
取る。

ホ371-2

未(年未詳)５月 台方村酒屋清右衛門 蔵米10俵
治兵衛から蔵米を受け
取る。

ホ371-5

出典：前嶋家文書(千葉県文書館収蔵)より作成。

蔵
・
小
安
保
次
郎
・
木
村
屋
豊
吉
・
羽
黒
伝
蔵
と
い
っ
た
台
方
村
の
者
、
ほ
か
に
東
金
上
宿
町
伊
勢
屋
八
兵
衛
、
大
豆
谷
村
・
川
場
村
・

作
田
村
と
い
っ
た
周
辺
の
村
の
者
も
蔵
米
を
購
入
し
て
い
る
。
か
じ
や
勘
四
郎
は
米
屋
と
し
て
購
入
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

大
豆
谷
村
は
二
七
五
石
余
、
川
場
村
は
三
四
六
石

15
）

余
で
、
台
方
村
の
近
く
に
あ
る
内
陸
の
村
で
あ
る
が
、
作
田
村
は
沿
岸
の
漁
村
で
あ

る
。
作
田
村
は
一
三
六
四
石
余
で
、
米
の
生
産
力
は
高
か
っ
た
が
、
近
世
後
期
に
は
年
貢
未
進
の
た
め
に
前
借
金
を
し
て
、
水
主
に
な
っ

た
者
が
確
認
さ
れ
て

16
）

い
る
。
作
田
村
で
は
米
が
不
足
し
、
こ
こ
に
米
の
需
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
安
政
三
年

一
八

五
六
）
に
は
真
亀
村
や
北
今
泉
村
と
い
っ
た
漁
村
の
者
も
購
入
し
て

17
）

い
る
。
こ
の
よ
う
に
村
内
や
近
村
、
漁
村
の
者
が
購
入
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
台
方
村
や
東
金
町
の
者
は
米
屋
で
、
こ
こ
を
介
し
て
流
通
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

次
に
蔵
米
が
い
か
に
利
用
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
、
蔵
米
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
表
３
は
、
前
嶋
治
兵
衛
が
扱
っ
た
蔵
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表2 前嶋家からの蔵米購入者
(慶応４年 1868>)

月日 蔵米数 販 売 先

正月23日 ２俵 上宿町かじや勘四郎

３月８日 ８俵
坂□村清右衛門、上
宿勘四郎世話

３月23日 １俵 上宿町かじや勘四郎

４月３日 １俵 上宿町かじや勘四郎

４月６日 ― 小安保次郎

４月10日 １俵 上宿町かじや勘四郎

４月13日 １俵 羽黒伝蔵

４月14日 １俵 上宿町かじや勘四郎

４月22日 １俵 ミろくやす

４月23日 １俵 上宿町かじや勘四郎

閏４月２日 １俵 上宿町かじや勘四郎

閏４月８日 １俵 羽黒伝蔵

閏４月８日 ２俵 上宿町かじや勘四郎

閏４月18日 １俵 かじや勘四郎

閏４月19日 １俵 かじや勘四郎

閏４月20日 １俵 向ノ恒右衛門

５月19日 １俵 上宿町かしや勘四郎

５月20日 １俵 ミろく木村や豊吉

５月26日 １俵 木村屋豊吉

６月朔日 ２俵 大豆谷村殿内豊吉

６月２日 １俵 ミろく兵蔵

６月３日 １俵 ミろく兵蔵

６月４日 １俵 上宿町勘四郎

６月５日 １俵 ミろく恒右衛門

６月６日 ２俵 上宿町伊勢屋八兵衛

６月７日 10俵 ミろく小安保次郎

６月９日 ２俵 川場村長右衛門

６月９日 ２俵 作田村豊吉

６月９日 10俵 ミろく小安保次郎

６月10日 １俵 ミろく木村や豊吉

６月10日 １俵 上じくかじや勘四郎

６月11日 10俵 ミろく小安保次郎

６月14日 １俵 ミろく木村や豊吉

６月15日 10俵 ミろく小安保次郎

出典：慶応４年「万覚帳」(前嶋家文書キ71、千葉
県文書館収蔵)より作成。

註：すべて１俵当たり４斗２升入。



し
て
い
る
の
で
、
来
る
初
米
が
で
き
る
ま
で
借
用
す
る
と
し
て
い
る
。
返
済
は
、
地
頭
所
へ
の
年
貢
納
入
の
触
れ
が
あ
り
次
第
、
加
印
し

た
者
が
米
を
弁
済
す
る
。
日
限
に
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
元
金
に
二
〇
両
一
分
の
利
息
を
加
え
て
勘
定
す
る
、
と
あ
る
。
治
兵
衛
は
小
作

米
の
残
額
納
入
を
猶
予
し
、
蔵
米
と
し
て
貸
与
し
た
の
で
あ
る
。

夫
食
米
の
融
通

⑨
⑩
）

⑨
天
保
八
年
四
月
、
組
頭
重
右
衛
門
が
名
主
治
兵
衛
に
蔵
米
一
〇
俵
に
つ
い
て
地
頭
所
へ
夫
食
と
し
て
拝
借
を
願
い
、
許
可
さ
れ
て
い

る
。
用
人
浜
田
元
兵
衛
の
取
り
計
ら
い
で
、
領
主
の
飯
米
の
内
、
新
米
が
で
き
る
ま
で
拝
借
す
る
、
と
あ
る
。
村
役
人
は
、
蔵
米
を
領
主

か
ら
夫
食
米
と
し
て
借
用
し
て
い
た
。

⑩
天
保
一
〇
年
四
月
二
五
日
、
大
豆
谷
村
の
権
平
が
治
兵
衛
か
ら
蔵
米
一
俵
を
借
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
権
平
の
押
堀
村
に
い
る

が
当
時
同
村
で
借
家
を
し
、
百
姓
の
渡
世
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
去
る
戌
年

天
保
九
年
）
に
不
作
の
た
め
夫
食
が
不
足
し
た
の
で
、
親
権

平
が
借
用
し
た
い
旨
を
頼
ん
で
き
た
の
で
、
蔵
米
一
俵
を
貸
与
し
た
。
当
時
の
相
場
は
五
斗
六
升
・
代
金
三
分
で
、
こ
れ
に
二
割
の
利
息

を
加
え
て
元
利
を
あ
わ
せ
た
も
の
で
返
済
し
、
月
々
の
相
場
で
石
数
を
請
け
取
る
相
談
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
不
作
に
よ
る
夫
食
不
足
の

た
め
、
治
兵
衛
が
所
有
す
る
蔵
米
を
貸
し
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

商
売
へ
の
利
用

③
）

③
文
政
八
年
六
月
、
亀
屋
文
吉
が
弥
勒
次
兵
衛
か
ら
上
糯
四
俵

代
金
一
両
二
分
二
朱
・
三
匁
五
分
五
厘
、
石
一
斗
五
升
替
、
四
斗
二
升
入
）

と
蔵
米
二
俵

代
金
二
分
二
朱
・
六
匁
三
分
三
厘
）
を
借
用
し
て
い
る
。
代
金
は
計
金
二
両
一
分
二
朱
・
二
匁
三
分
八
厘
・
銭
二
六
三
文
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
商
売
仕
入
れ
の
た
め
に
借
用
し
て
い
る
。

酒
造
米
へ
の
利
用

⑦

〜

）

⑦
天
保
五
年
七
月
、
台
方
村
砂
郷
の
新
兵
衛
が
御
蔵
米
一
五
俵
を
、
造
酒
仕
込
米
に
差
し
支
え
て
次
兵
衛
か
ら
借
用
し
て
い
る
。
返
済
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米
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
蔵
米
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、
文
政
六
年

一
八
二
三
）
か
ら
で
あ
る
。
内
容
は
、
年

貢
不
納
に
よ
る
貸
与
、
先
納
米
の
融
通
、
合
力
米
・
小
作
米
不
足
分
の
融
通
、
夫
食
米
の
融
通
、
商
売
へ
の
利
用
、
酒
造
米
へ
の
利
用
、

用
途
不
明
に
分
類
で
き
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
。

年
貢
不
納
に
よ
る
貸
与

①
）

①
文
政
六
年
二
月
、
大
豆
谷
村
利
左
衛
門
が
台
方
村
治
兵
衛
か
ら
蔵
米
二
俵
を
借
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
利
左
衛
門
の
弟
重
次
郎
が

午
年
の
年
貢
が
不
納
で
あ
っ
た
た
め
、
利
左
衛
門
に
以
前
預
け
て
い
る
米
が
あ
る
の
で
、
こ
の
米
を
納
め
る
よ
う
に
言
っ
て
き
た
。
し
か

し
、
利
左
衛
門
は
去
年
が
不
作
の
た
め
出
来
か
ね
る
の
で
、
来
る
九
月
ま
で
治
兵
衛
へ
弁
納
を
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
初
米
が
出
来
次
第

必
ず
返
済
す
る
と
し
て
い
る
。
年
貢
米
に
差
し
支
え
て
、
治
兵
衛
が
所
持
す
る
蔵
米
を
借
用
し
て
、
納
入
し
た
の
で
あ
る
。

先
納
米
の
融
通

④
）

④
文
政
一
一
年
二
月
、
台
方
村
の
蔵
役
平
次
郎
が
地
頭
所
か
ら
先
納
米
を
命
じ
ら
れ
、
治
兵
衛
か
ら
蔵
米
二
〇
俵
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

台
方
村
に
は
郷
蔵
が
三
田
家
と
松
平
家
の
知
行
所
に
あ
っ

18
）

た
が
、
こ
こ
に
出
て
く
る
平
次
郎
は
三
田
家
知
行
所
付
の
者
で
あ
る
。
台
方
村

の
他
知
行
所
の
者
に
蔵
米
を
融
通
し
て
い
る
。

合
力
米
・
小
作
米
不
足
分
の
融
通

⑤
⑥
）

⑤
文
政
一
二
年
二
月
、
弥
勒
庄
之
助
・
重
次
郎
が
蔵
米
二
斗
一
升
を
治
兵
衛
か
ら
借
用
し
て
い
る
。
蔵
米
二
斗
一
升
は
去
る
子
年

文

政
一
一
年
）
に
治
兵
衛
の
田
地
六
俵
入
を
下
作
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
合
力
米
二
斗
一
升
を
下
さ
れ
て
い
た
。
皆
済
す
べ
き
と
こ
ろ
、
家
作

を
し
て
い
た
の
で
皆
済
に
難
儀
し
、
新
米
が
出
来
次
第
返
済
す
る
と
し
て
い
る
。
合
力
米
と
し
て
蔵
米
が
貸
与
さ
れ
て
い
る
。

⑥
天
保
五
年

一
八
三
四
）
六
月
、
弥
勒
徳
右
衛
門
が
去
る
巳
年

天
保
四
年
）
に
治
兵
衛
の
田
地
四
俵
入
を
下
作

小
作
）
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

去
る
八
月
の
大
風
雨
で
不
作
に
な
り
、
蔵
米
一
俵
を
免
除
し
て
も
ら
っ
た
。
し
か
る
上
は
皆
済
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
夫
食
が
不
足
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受
け
取
っ
て
お
り
、
前
嶋
家
が
蔵
米
を
運
用
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
在
払
米
の
市
場
と
用
途
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
在
払
米
の
性
格
に
つ
い
て
読
み
取
れ
る
点
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
在
払
米
の
購
入
者
は
、
台
方
村
内
や
、
近
隣
の
村
、
漁
村
の
者
で
あ
っ
た
。
前
嶋
家
が
扱
っ
た
在
払
米
を
み
る
と
、
前
嶋
家
が
売
却

や
貸
与
に
よ
る
利
息
収
入
を
得
て
い
る
様
子
が
み
ら

20
）

れ
る

⑥
⑦
⑧

）
。
た
だ
、
在
払
米
は
、
前
嶋
家
の
収
益
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、

先
納
米
や
夫
食
米
、
合
力
米
、
年
貢
不
納
と
い
っ
た
融
通
に
用
い
ら
れ
、
救
済
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
ま
た
、
台
方
村
内
の
酒
造
家

に
対
し
て
蔵
米
を
貸
与
し
て
お
り
、
酒
造
米
需
要
に
も
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
、
年
貢
過
米
分
の
売
却
も
み
ら

21
）

れ
る
。
以

上
の
よ
う
に
在
払
米
は
、
村
内
で
の
酒
造
米
需
要
や
近
隣
の
村
、
漁
村
の
需
要
に
応
え
、
前
嶋
家
の
米
屋
経
営
で
の
商
品
と
い
う
性
格
と
、

夫
食
米
な
ど
の
融
通
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
救
済
的
な
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
、
村
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

台
方
村
松
平
家
知
行
所
と
他
村
の
事
例

こ
こ
ま
で
は
、
河
野
家
知
行
所
前
嶋
家
を
事
例
に
、
蔵
米
の
形
成
と
流
通
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
本
節
で
は
台
方
村
の
松
平
家

知
行
所
の
有
原
家
や
他
村
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
蔵
米
の
形
成
と
流
通
が
東
上
総
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

１

台
方
村
松
平
家
知
行
所
・
有
原
家
の
事
例

こ
こ
で
は
台
方
村
松
平
家
知
行
所
の
有
原
家
が
扱
っ
た
蔵
米
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

〔
史
料
２
〕
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は
来
る
一
一
月
中
旬
ま
で
に
、
一
両
当
た
り
四
斗
二
升
の
相
場
を
も
っ
て
代
金
を
渡
す
。
約
諾
の
上
は
こ
の
上
相
場
が
い
か
よ
う
に
違
っ

て
も
、
取
り
決
め
の
相
場
で
仕
切
を
し
勘
定
す
る
、
と
し
て
い
る
。

ま
た
、

台
方
村
酒
屋

ヤ
マ
セ
）
清
右
衛
門
、

台
方
村
砂
郷
）
酒
屋
新
兵
衛
と
い
っ
た
同
村
内
の
酒
造
家
が
蔵
米
を
受
け
取

っ
て
お
り
、
同
村
内
の
酒
造
家
の
酒
造
米
需
要
に
応
え
て
い
た
。

用
途
不
明

②
⑧

〜

）

②
文
政
六
年
三
月
、
大
豆
谷
茂
兵
衛
が
ミ
ろ
く
次
兵
衛
か
ら
御
蔵
米
一
俵
を
預
か
っ
て
い
る
。
次
兵
衛
が
入
用
の
時
に
渡
す
と
す
る
。

⑧
天
保
七
年
正
月
二
六
日
、
小
沼
田
蔵
吉

19
）

兵
衛
が
蔵
米
一
〇
俵

両
に
七
斗
替
え
、
代
金
六
両
、
内
金
一
両
渡
し
）
を
台
方
村
名
主
治
兵
衛

か
ら
借
用
し
て
い
る
。
残
金
は
、
来
る
三
月
二
〇
日
に
一
五
両
一
分
の
利
息
を
加
え
て
勘
定
す
る
、
と
あ
る
。
名
主
治
兵
衛
は
利
息
収
入

が
入
る
こ
と
に
な
る
。

嘉
永
二
年

一
八
四
九
）
五
月
、
弥
勒
借
主
重
右
衛
門
ら
が
同
所
治
兵
衛
か
ら
蔵
米
二
俵
を
借
用
し
て
い
る
。
重
右
衛
門
ら
が
大
豆
谷

村
惣
八
へ
金
子
を
用
立
て
て
、
右
の
引
当
て
と
し
て
同
村
の
中
畑
五
畝
七
歩
、
下
畑
三
畝
二
〇
歩
の
証
文
を
一
通
預
か
っ
た
。
そ
う
し
た

と
こ
ろ
、
こ
の
た
び
金
子
の
入
用
が
で
き
た
の
で
、
前
書
き
の
証
文
を
治
兵
衛
が
預
か
り
、
両
に
一
石
の
相
場
に
決
め
て
、
蔵
米
二
俵
を

当
九
月
中
ま
で
重
右
衛
門
が
借
用
し
た
。
返
済
は
、
代
料
へ
利
足
を
添
え
て
期
月
に
勘
定
す
る
。
こ
う
し
て
借
主
重
右
衛
門
は
、
治
兵
衛

か
ら
蔵
米
二
俵
を
借
り
て
い
る
。

嘉
永
四
年
一
二
月
、
上
宿
勘
四
郎
が
蔵
米
一
四
俵
を
台
方
村
次
助
か
ら
預
か
っ
て
い
る
。
米
代
は
嘉
永
五
年
三
月
に
な
れ
ば
、
そ
の

時
の
相
場
を
も
っ
て
残
ら
ず
勘
定
す
る
と
し
て
い
る
。

嘉
永
七
年
三
月
二
日
、
東
金
上
宿
越
川
勘
四
郎
が
蔵
米
一
〇
俵
を
台
方
村
次
助
か
ら
借
用
し
て
い
る
。
代
金
は
入
用
の
時
に
差
し
上

げ
る
、
と
す
る
。
東
金
町
上
宿
の
越
川
勘
四
郎
の
場
合
、
前
嶋
治
兵
衛
が
蔵
米
を
預
け
て
、
そ
の
時
の
相
場
で
売
り
払
っ
た
後
に
米
代
を
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保
管
は
有
原
彦
兵
衛
に
依
頼
し
て
い
た
様
子
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、
史
料
を
順
に
み
て
い
く
と
、
服
一
印
と
は
松
平
家
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
押
堀
村
の
領
主
は
旗
本
大
久
保

27
）

家
で
、
松
平
家
で
は
な
い
。

ま
た
、
有
原
家
に
お
い
て
も
蔵
米
の
酒
造
へ
の
利
用
が
み
ら
れ
る
。
安
政
六
年
一
二
月
二
八
日
に
押
堀
村
辰
次
郎
が
彦
兵
衛
に
宛
て

28
）

た
覚
を
み
る
と
、「
松
平
様
御
蔵
米
拾
俵
」
に
つ
い
て
、「
御
預
ヶ
五
拾
表
口
之
内
本
文
之
拾
俵
北
幸
谷
村
酒
屋
弥
四
郎
殿
江
御
渡
し
被
下

候
様
奉
頼
上
候
」
と
し
て
、
蔵
米
一
〇
俵
を
北
幸
谷
村
酒
屋
弥
四
郎
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
す
る
。
残
り
の
四
〇
俵
は
引
き
続
き
、
預
か
っ

て
も
ら
い
た
い
と
す
る
。
ま
た
、
巳
正
月
に
押
堀
村
藤
十
郎
が
彦
兵
衛
に
宛
て

29
）

た
覚
を
み
る
と
、
蔵
米
一
〇
俵
を
「
御
預
ヶ
米
之
内
北
幸

谷
酒
屋
へ
御
渡
し
可
被
下
候
」
と
し
て
北
幸
谷
村
の
酒
屋
へ
蔵
米
を
渡
す
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、
金
銭
の
や
り

取
り
は
み
ら
れ
な
い
が
、
蔵
米
の
保
管
を
有
原
家
に
ま
か
せ
て
、
北
幸
谷
村
の
酒
屋
か
ら
高
宮
氏
に
代
金
が
支
払
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
蔵
米
を
融
通
し
て
、
酒
米
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

２

他
村
の
事
例
｜
埴
生
郡
綱
島
村
・
夷
隅
郡
下
大
多
喜
村
｜

続
い
て
本
項
で
は
、
在
払
米
が
東
上
総
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
の
証
左
と
し
て
、
埴
生
郡
綱
島
村
旗
本
三
雲
家
知
行
所
、
夷
隅
郡

下
大
多
喜
村
旗
本
中
沢
家
知
行
所
を
取
り
上
げ
て
、
こ
こ
で
の
在
払
米
の
形
成
と
流
通
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

〔
史
料
３
〕

申
渡
候
事

御
年
貢
米
四
百
三
俵
余

一
御
米
七
拾
俵

御
飯
米

一
御
米
五
拾
俵

廻
米
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覚

服
一
印

一
御
蔵
米
弐
拾
俵
也

但
四
斗
弐
升
入

右
之
米
我
等
蔵
江
御
入
置
被
成
候
ニ
付
、
慥
ニ
預
り
置
申
候
、
御
入
用
之
時
者
何
時
成
共
人
馬
御
遣
し
被
成
候
ハ
ヽ
、
御
渡
可
申
候

間
、
御
勝
手
次
第
御
引
取
被
成
候
、
以
上

後
略
）

右
の
史
料
は
、
安
政
四
年

一
八
五
七
）
一
二
月
二
二
日
、
台
方
村

有
原
）
彦
兵
衛
が
押
堀
村
高
宮
藤
右
衛
門
に
宛
て
た
覚
で

22
）

あ
る
。
彦

兵
衛
は
服
一
印
の
御
蔵
米
二
〇
俵
を
自
分
た
ち
の
蔵
で
預
か
り
、
入
用
の
時
は
藤
右
衛
門
に
渡
す
と
す
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
蔵
米
二
〇

俵
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
宛
先
の
押
堀
村
高
宮
藤
右
衛
門
は
、
文
化
二
年

一
八
〇
五
）
・
同
一
四
年
に
、
台
方

村
松
平
家
知
行
所
で
下
田
七
畝
一
八
歩
を
所
持
し
、
石
高
は
五
斗
三
升
二
合
で
、
取
米
は
二
斗
四
升
三
合
九
勺
で
あ

23
）

っ
た
。
文
化
期
と
安

政
四
年
で
は
年
数
の
差
が
あ
り
、
こ
の
間
に
所
持
地
を
増
や
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
の
所
持
地
だ
け
で
は
二
〇
俵
は
用
意
で
き

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

史
料
２
と
同
じ
日
付
の
史
料
で
、
台
方
村
彦
兵
衛
が
押
堀
村
高
宮
藤
十
郎
に
宛
て
た
覚
が

24
）

あ
る
。
彦
兵
衛
が
服
一
印
の
御
蔵
米
三
〇
俵

を
我
ら
の
蔵
で
預
か
っ
た
と
す
る
。
な
お
、
押
堀
村
高
宮
藤
十
郎
と
有
原
家
は
親
類
で
あ

25
）

っ
た
。

文
久
三
年

一
八
六
三
）
一
二
月
、
押
堀
村
藤
右
衛
門
が
台
方
村
彦
兵
衛
に
宛
て

26
）

た
覚
を
み
る
と
、
蔵
米
五
俵
に
つ
い
て
「
右
当
徳
米
本

文
之
通
り
慥
請
取
皆
済
相
違
無
御
座
候
」
と
あ
る
。
藤
右
衛
門
は
徳
米

蔵
米
五
俵
）
を
受
け
取
っ
て
皆
済
し
た
と
す
る
。
藤
右
衛
門
は
、

彦
兵
衛
に
預
け
て
い
た
蔵
米
を
幾
度
か
に
分
け
て
受
け
取
っ
て
い
き
、
そ
れ
が
皆
済
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
高
宮
氏
は
、
台
方
村
の
領
主
松
平
家
の
蔵
米
を
台
方
村

有
原
家
）
か
ら
購
入
す
る
な
ど
し
て
、
そ
れ
を
所
持
し
、
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続
い
て
、
下
大
多
喜
村
中
沢
家
知
行
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

〔
史
料
４
〕

当
未
ノ
御
相
場
覚

金
壱
両
ニ
付

一
玄
米

五
斗
六
升

金
壱
両
ニ
付

一
大
麦

六
斗
五
升

金
壱
両
ニ
付

一
大
豆

七
斗
六
升

金
壱
両
ニ
付

一
小
麦

九
斗

金
壱
両
ニ
付

一
小
豆

五
斗
八
升

金
壱
両
ニ
付

一
胡
摩

五
斗
六
升

右
之
相
場
ニ
而
所
払
被

仰
付
候
間
、
此
段
相
心
得
金
納
可
致
様
申
渡
候
、

後
略
）

右
の
史
料
は
、
安
政
六
年
一
〇
月
に
御
地
頭
所
の
浅
野
佐
太
右
衛
門
と
賄
人
金
原
紋
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表4 埴生郡綱島村井桁家の米穀販売(慶応２年 1866>～明治３年 1870>)

販売量 代金
米穀種類

俵 斗 升 合 勺 両 分 朱 貫 文

蔵米 217 575 83 49 62 16158

今挽米 38 92 11 7 8 3351

米 27 15 33 27 5 53 22 21 5 5845

大豆 22 32 5 2 366

新米 12 27 6 2 2546

白ヶ麦 2 5 1 3 50

菜種 4 2 2 3 109

毒荏 7 3 273

小豆 1 3 305

出典：慶応２年「米穀払方帳」(幹家文書ウ60-2、千葉県文書館収蔵)より作成。

一
同

三
俵
余

運
賃
米

一
同

五
俵
余

村
引

一
同

壱
俵

徳
右
衛
門
江
被
下
米

一
同

五
拾
俵

夫
食
米

引
〆御

米
弐
百
弐
拾
四
俵
余

此
仕
切
相
場
両
ニ
六
斗
三
升
五
合
替

右
者
当
巳
年
御
年
貢
米
、
書
面
之
通
御
飯
米
其
外
格
別
之

御
慈
悲
ヲ
以
所
払
被

仰
付
候
、
然
ル
上
者
此
後
相
場
何
様
ニ
下
直
ニ

相
成
候
共
、
一
同
致
弁
金
御
仕
切
之
通
急
度
可
致
上
納
候
、
此
段
申
渡
候
条
、
仍
而
如
件

後
略
）

右
の
史
料
は
、
弘
化
二
年

一
八
四
五
）
一
一
月
、
三
雲
の
用
人
吉
田
安
右
衛
門
が
、
綱
島
村
の
名
主
井
桁
徳
右
衛
門
、
同
後
見
井
桁
三

郎
兵
衛
、
同
見
習
喜
太
郎
、
組
頭
中
に
宛
て
た
申
渡
書
で

30
）

あ
る
。
綱
島
村
三
雲
家
知
行
所
は
、
石
高
が
四
四
四
石
三
斗
八
升
で
あ
っ
た
が
、

年
貢
米
四
〇
三
俵
余
の
内
、
御
飯
米
七
〇
俵
な
ど
を
引
い
た
米
二
二
四
俵
余
が
仕
切
相
場
一
両
に
つ
き
六
斗
三
升
五
合
で
所
払
い
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
綱
島
村
で
も
在
払
米
の
形
成
が
確
認
さ
れ
る
。

名
主
井
桁
氏
は
、
在
払
米
の
販
売
を
行
っ
て
お
り
、
井
桁
氏
の
米
穀
販
売
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
４
で
あ
る
。
特
に
、
蔵
米
の
販
売
が

多
く
、
茂
原
を
中
心
に
、
早
野
村
や
坂
本
村
と
い
っ
た
周
辺
村
落
の
者
へ
販
売
し
て
い
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
米
は
、
蔵
米
だ
け
で
は
な

く
、
井
桁
氏
の
小
作
米
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
量
の
蔵
米
が
販
売
さ
れ
て
い
た
。
販
売
先
の
人
物
の

業
種
は
不
明
で
あ
る
が
、
米
屋
や
酒
造
家
と
み
ら
れ
る
。
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成
さ
れ
て
い
た
。
領
主
の
地
払
い
の
場
合
、
金
額
を
入
札
し
て
落
札
さ
れ
て
村
で
の
相
場
が
定
め
ら
れ
、
入
札
時
の
金
額
と
村
で
の
相
場

の
差
額
が
米
屋
の
利
益
に
な
っ
た
。
前
嶋
家
は
、
手
に
入
れ
た
在
払
米
を
、
自
小
作
米
と
と
も
に
販
売
し
、
貸
与
し
て
い
た
。
安
政
期
か

ら
特
に
多
く
の
数
量
を
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
蔵
米
と
自
小
作
米
の
値
段
を
比
較
す
る
と
、
嘉
永
五
年

一
八
五
二
）
・
同
七
年
に
は

蔵
米
の
方
が
、
前
嶋
家
の
自
小
作
米
よ
り
も
安
値
で
市
場
に
出
回
っ
て
い
た
。
在
払
米
は
「
松
平
様
御
蔵
米
は
ら
一
印
」「
服
一
印
」
な

ど
と
し
て
、
領
主
名
や
商
標
が
付
け
ら
れ
て
、「
蔵
米
」
と
い
う
名
称
で
ブ
ラ
ン
ド
化
し
、
商
品
と
し
て
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

在
払
米
の
購
入
者
は
、
台
方
村
内
や
近
隣
の
村
、
漁
村
の
者
で
あ
っ
た
。
前
嶋
家
が
扱
っ
た
在
払
米
か
ら
は
、
前
嶋
家
が
売
却
や
貸
与

に
よ
る
利
息
収
入
を
得
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
、
在
払
米
は
前
嶋
家
の
収
益
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
先
納
米
や
夫
食

米
・
合
力
米
、
年
貢
不
納
と
い
っ
た
融
通
に
用
い
ら
れ
、
救
済
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
台
方
村
内
の
酒
造
家
に
対
し
て
、
蔵
米
を
貸

与
し
て
お
り
、
酒
造
米
需
要
に
も
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
、
年
貢
過
米
分
の
売
却
も
行
わ
れ
、
在
払
い
さ
れ
て
い
た
。
以

上
の
よ
う
に
在
払
米
は
、
村
内
で
の
酒
造
米
需
要
や
近
隣
の
村
、
漁
村
の
需
要
に
応
え
、
前
嶋
家
の
米
屋
経
営
で
の
商
品
と
い
う
性
格
と
、

夫
食
米
な
ど
の
融
通
に
用
い
ら
れ
る
な
ど
救
済
的
な
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
、
村
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
性
格
を
持
っ
た
在
払
米
で
あ
っ
た
が
、
山
辺
郡
台
方
村
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
く
東
上
総
の
埴
生
郡
、
夷
隅
郡
の
村
々
で
も

在
払
米
が
形
成
さ
れ
、
流
通
し
て
い
た
。
東
上
総
は
、
一
定
量
の
年
貢
米
を
江
戸
へ
輸
送
し
、
一
方
で
年
貢
米
の
内
、
在
払
米
を
消
費
し

た
地
域
で
あ
り
、
重
要
な
市
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
上
総
で
は
、
広
範
に
多
く
の
在
払
米
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、

今
回
は
米
屋
を
通
じ
て
、
在
払
米
の
流
通
を
捉
え
た
た
め
、
流
通
の
末
端
を
追
う
こ
と
に
限
界
が
あ
っ
た
。
酒
造
米
需
要
に
つ
い
て
考
え

る
と
、
各
村
ご
と
に
在
払
米
が
形
成
さ
れ
て
、
そ
れ
が
流
通
し
、
こ
う
し
た
土
壌
の
上
で
酒
造
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

酒
造
業
経
営
と
在
払
米
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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平
が
取
締
役
市
原
藤
兵
衛
、
下
大
多
喜
村
名
主
友
三
郎
、
同
元
右
衛
門
、
外
役
人
中
に
宛
て
た
も
の
で

31
）

あ
る
。
下
大
多
喜
村
中
沢
家
知
行

所
は
、
石
高
が
四
二
一
石
五
斗
九
升
三
合
で
あ
る
が
、
右
の
史
料
で
は
、
安
政
六
年
一
〇
月
、
玄
米
は
金
一
両
に
つ
き
五
斗
六
升
と
し
、

玄
米
・
大
麦
・
大
豆
・
小
麦
・
小
豆
・
胡
麻
の
相
場
を
取
り
決
め
て
、
所
払
い
を
し
、
金
納
す
る
よ
う
に
地
頭
所
が
下
太
田
喜
村
へ
指
示

し
て
い
る
。
文
化
一
四
年
・
文
政
六
年

一
八
二
三
）
に
は
年
貢
米
の
相
場
が
、
文
久
元
年
に
は
年
貢
地
払
い
の
相
場
が
地
頭
所
か
ら
通
達

さ
れ
て

32
）

い
る
。

下
大
多
喜
村
旗
本
中
沢
家
知
行
所
で
は
、
蔵
米
の
地
払
い
の
相
場
が
決
め
ら
れ
、
地
頭
用
所
か
ら
通
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
相
場
に
も
と
づ
い
て
年
貢
は
金
納
さ
れ
、
地
払
い
さ
れ
た
米
な
ど
は
地
域
で
流
通
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
山
辺
郡
台
方
村
だ
け
で
は
な
く
、
同
じ
東
上
総
の
埴
生
郡
、
夷
隅
郡
の
村
々
で
も
蔵
米
が
形
成
さ
れ
、
流
通

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
台
方
村
を
中
心
に
東
上
総
に
お
け
る
在
払
米
の
形
成
と
流
通
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
本
章
の
内
容
を
ま
と
め
、
本

研
究
の
意
義
と
今
後
の
展
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

東
上
総
は
、
地
理
的
に
は
江
戸
に
近
く
、
年
貢
米
が
江
戸
へ
と
輸
送
さ
れ
る
経
路
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
在
払
米
の
存

在
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
在
払
米
の
用
途
な
ど
の
具
体
的
な
検
討
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
在
払
米
の
形

成
・
相
場
・
市
場
・
用
途
と
い
っ
た
点
か
ら
、
台
方
村
の
在
払
米
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

台
方
村
前
嶋
家
の
動
向
を
追
っ
て
み
る
と
、
在
払
米
は
、
村
・
知
行
所
の
区
別
な
く
取
引
き
が
行
わ
れ
、
領
主
の
地
払
い
に
よ
っ
て
形
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６
）

高
橋
伸
拓
「
近
世
後
期
関
東
に
お
け
る
酒
造
業
経
営
と
酒
の
流
通
｜
地
域
酒
造
家
の
分
析
を
中
心
に
｜
」『
関
東
近
世
史
研
究
』
六
七
、

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
）、
同
「
近
世
後
期
上
総
国
に
お
け
る
酒
造
業
経
営
と
関
八
州
拝
借
株
｜
武
射
郡
飯
櫃
村
池
田
家
を
中
心
に
｜
」『
千
葉

県
の
文
書
館
』
一
六
、
二
〇
一
一
年
三
月
）、
同
「
近
世
前
・
中
期
、
東
上
総
沿
岸
地
域
に
お
け
る
酒
造
業
の
展
開
｜
夷
隅
郡
鵜
原
村
を
中

心
に
｜
」
関
東
近
世
史
研
究
会
編
『
関
東
近
世
史
研
究
論
集
１

村
落
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
）、
同
「
資
料
紹
介

下
総
国
葛
飾
郡
鬼

越
村
安
兵
衛
一
件
｜
市
川
に
お
け
る
商
品
流
通
の
一
齣
｜
」『
市
史
研
究
い
ち
か
わ
』
四
、
二
〇
一
三
年
三
月
）、
同
「
近
世
後
期
東
上
総
に

お
け
る
酒
の
流
通
と
小
売
酒
屋
｜
夷
隅
郡
臼
井
郷
を
中
心
に
｜
」『
千
葉
史
学
』
六
七
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
）。

７
）

こ
の
下
知
状
の
作
成
者
の
大
木
文
右
衛
門
・
荒
川
義
左
衛
門
は
、
河
野
家
の
用
人
で
、
千
葉
県
総
務
部
文
書
課
編
『
前
嶋
家
文
書
目
録

１
』
千
葉
県
、
一
九
八
八
年
）の
「
別
表
１

領
主
・
役
人
名
一
覧
」
に
よ
る
と
、
大
木
は
天
保
二
〜
三
年
、
荒
川
は
文
政
七
〜
天
保
四
年
に

用
人
を
勤
め
て
お
り
、
史
料
１
の
卯
年
は
天
保
二
年
と
考
え
ら
れ
る
。

８
）

天
保
二
年
）
下
知
之
事

年
貢
立
替
分
を
台
方
村
名
主
治
兵
衛
へ
渡
す
べ
き
旨
）」
前
嶋
家
文
書
ス
二
六
、
千
葉
県
文
書
館
収
蔵
、
以
下

同
）。

９
）

安
政
五
年
「
万
覚
帳
」
前
嶋
家
文
書
キ
六
一
）。

10
）

安
政
六
年
「
万
覚
帳
」
前
嶋
家
文
書
キ
六
二

一
）。

11
）

安
政
七
年
「
万
覚
帳
」
前
嶋
家
文
書
キ
六
三

一
）。

12
）

同
右
史
料
。

13
）

慶
応
四
年
「
万
覚
帳
」
前
嶋
家
文
書
キ
七
一

一
）四
月
一
三
日
条
。

14
）

慶
応
四
年
「
万
覚
帳
」
前
嶋
家
文
書
キ
七
一

一
）五
月
二
〇
日
条
。

15
）

寛
政
五
年
「
上
総
国
村
高
帳
」
改
訂
房
総
叢
書
刊
行
会
編
輯
・
発
行
『
改
訂
房
総
叢
書

第
五
輯

系
図
・
石
高
帳
・
雑
書
・
抄
本
・
索
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註１
）

古
川
貞
雄
「
近
世
地
主
の
形
成

一
）
二
）
三
）
四
）｜
信
州
高
井
郡
東
江
部
村
山
田
家
の
研
究
｜
」『
信
濃
』
一
七
｜
二
・
三
・
七
・
八
、

一
九
六
五
年
二
・
三
・
七
・
八
月
）、
同
「
成
立
期
質
地
地
主
制
の
構
造

一
）
二
）
三
）
四
）｜
一
八
世
紀
前
半
期
信
州
高
井
郡
山
田
家
の

研
究
｜
」『
信
濃
』
二
四
｜
一
〇
・
一
一
・
一
二
、
二
五
｜
二
、
一
九
七
二
年
一
〇
・
一
一
・
一
二
月
・
一
九
七
三
年
二
月
）、
大
口
勇
次
郎

「
北
信
幕
領
に
お
け
る
石
代
納
」
同
著
『
幕
末
農
村
構
造
の
展
開
』
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
宝
月
圭
吾
先
生
還
暦
記
念
会
編

『
日
本
社
会
経
済
史
研
究
近
世
編
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
七
年
）、
福
山
昭
「
近
世
酒
造
業
と
在
払
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
七
七
、
一
九
七
七

年
一
二
月
）、
美
馬
佑
造
「
近
世
枚
方
地
方
の
在
払
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
七
七
、
一
九
七
七
年
一
二
月
）、
多
和
田
雅
保
『
近
世
信
州
の
穀
物

流
通
と
地
域
構
造
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、「
第
七
章

松
代
藩
に
よ
る
穀
物
流
通
の
把
握
と
統
制
」「
１

２
）
松
代
藩
領
に
お
け

る
年
貢
米
の
処
理
過
程
と
穀
物
の
需
給
関
係
の
概
要
」、
二
四
七
〜
八
頁
）、
上
村
雅
洋
「
近
江
商
人
高
井
作
右
衛
門
家
の
経
営

１
）」『
経

済
理
論
』
三
六
〇
、
和
歌
山
大
学
経
済
学
会
、
二
〇
一
一
年
三
月
）等
。

２
）

本
城
正
徳
「
在
払
制
の
展
開
」
同
著
『
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
米
穀
市
場
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
、
第
三
章
所
収
。
初
出
は

一
九
七
八
年
・
一
九
八
六
年
）。

３
）

松
村
祐
子
「
近
世
上
総
下
総
地
域
に
お
け
る
物
資
輸
送
に
つ
い
て
｜
下
総
国
千
葉
郡
野
田
村
を
通
る
年
貢
米
を
中
心
に
｜
」『
歴
史
科
学

と
教
育
』
八
、
一
九
八
九
年
）、
原
直
史
『
日
本
近
世
の
地
域
と
流
通
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）。

４
）

財
団
法
人
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史

通
史
編

近
世
１
』
千
葉
県
、
二
〇
〇
七
年
）九
九
八
〜
一
〇
〇
八
頁

井
奥
成
彦

氏
執
筆
）。

５
）

後
藤
雅
知
「
房
総
の
浦
と
村

岩
槻
藩
領

」
森
下
徹
・
吉
田
伸
之
『
史
料
を
読
み
解
く
２

近
世
の
村
と
町
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六

年
）三
一
頁
。
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29
）

覚

蔵
米
酒
屋
渡
し
に
付
）」
有
原
家
文
書
カ
九
〇
〇
）。

30
）

弘
化
二
年
「
申
渡
候
事

年
貢
米
所
払
い
に
付
）」
幹
家
文
書
カ
七
七

二
二

一
一
、
千
葉
県
文
書
館
収
蔵
）。

31
）

安
政
六
年
「
当
未
ノ
御
相
場
覚
」
清
水

友
）家
文
書
ア
八
〇
七
、
千
葉
県
文
書
館
収
蔵
、
以
下
、
同
）。

32
）

清
水

友
）家
ア
二
二
八
・
ア
一
五
九
・
ア
八
〇
二
。

﹇
付
記
﹈

史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
千
葉
県
文
書
館
の
皆
様
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
台
方
村
研
究
会
の

皆
様
か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
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引
』、
一
九
五
九
年
収
録
）。

16
）

荒
居
英
次
『
近
世
日
本
漁
村
史
の
研
究
』
新
生
社
、
一
九
六
三
年
）三
一
八
〜
九
頁
。

17
）

安
政
三
年
「
万
覚
帳
」
前
嶋
家
文
書
キ
五
九
）。

18
）

文
政
六
年
「
郷
蔵
屋
敷
・
御
蔵
帰
属
に
つ
き
願
書
」
高
家
文
書
、
財
団
法
人
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
『
千
葉
県
の
歴
史
資
料
編
近
世

３
』、
二
〇
〇
一
年
、
四
七
一
〜
四
七
四
頁
収
録
）。

19
）

小
沼
田
蔵
と
い
う
肩
書
き
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
史
料
中
で
吉
兵
衛
が
庄
之
助
と
い
う
人
物
に
酒
粕
一
二
俵
を
渡
す
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

酒
を
造
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
蔵
は
酒
蔵
を
指
し
、
吉
兵
衛
は
酒
造
家
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

20
）

た
だ
し
、
⑥
は
不
作
に
よ
る
救
済
の
面
も
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

21
）

例
え
ば
、
文
久
二
年
「
万
覚
帳
」
前
嶋
家
文
書
キ
六
四

一
）の
同
年
二
月
一
二
日
の
記
述
を
み
る
と
、
小
安
保
次
郎
に
渡
し
た
蔵
米
一
二

俵
余
に
つ
い
て
、「
松
平
様
御
分
重
右
衛
門
皆
済
之
砌
過
米
有
之
候
付
、
右
過
米
分
保
治
郎
方
ヘ
廻
ス
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
松
平
家
知

行
所
の
重
右
衛
門
が
皆
済
の
際
に
年
貢
を
納
め
過
ぎ
た
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
保
次
郎
へ
渡
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

22
）

安
政
四
年
「
覚
」
有
原
家
文
書
ク
三
一
六
、
千
葉
県
文
書
館
収
蔵
、
以
下
同
）。

23
）

有
原
家
文
書
ウ
二
六
・
サ
一
五
。

24
）

安
政
四
年
「
覚

蔵
米
三
十
俵
預
り
に
付
）」
有
原
家
文
書
ク
一
〇
七
）。

25
）

千
葉
県
文
書
館
編
集
・
発
行
『
有
原
家
文
書
目
録

下
）』
二
〇
一
二
年
）六
頁
。

26
）

文
久
三
年
「
覚
」
有
原
家
文
書
ア
一
〇
三

一
二
）。

27
）

前
掲
註

15
）寛
政
五
年
「
上
総
国
村
高
帳
」。

28
）

安
政
六
年
「
覚

酒
造
米
預
け
願
い
）」
有
原
家
文
書
テ
一
〇
五
）。
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